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抄録

研究の目的は、「望ましい基準」ともう一つの基準から成る複数基準が図書館法以外の法律で

用いられているかどうかを明らかにすることである。「e-Gov法令検索」を用いて現行法の条文の

調査等を行った結果、次の点が明らかになった。「望ましい基準」の用語を含む法律は 11（現行

法 9、旧法 2）ある。環境・学校関係の基準を規定した法律と図書館法を除く 6つの法律にはもう

一つの基準に関する規定は見られず、複数基準は用いられていない。 

１．はじめに 

1.1 研究の背景 

 現行の図書館法では、第 7条の 2で、「図

書館の設置及び運営上望ましい基準」につい

て規定しており、これが唯一の基準である。

1950年制定の図書館法では、第 18条で「公

立図書館の設置及び運営上望ましい基準」

（以下、「望ましい基準」という）、第 19条

で「公立図書館の設置及び運営上の最低の基

準」（以下、「最低基準」という）が規定さ

れ、数値目標を含む高い基準と低い基準から

なる複数の基準（以下、「複数基準」とい

う）が設けられていた。 

「最低基準」は数値目標が中心で、「望ま

しい基準」も数値目標を示すものと考えられ

ていた 3）。各公共図書館は、まず、「最低基

準」を満たし、次に、「望ましい基準」をめ

ざして努力することが求められていた。この

ため、図書館関係者は、長年にわたって、

「望ましい基準」の公示（大臣告示）を求め

てきた。 

1967年、1973年の 2度、「公立図書館の設

置及び運営上の望ましい基準」の案が作成さ

れたが、公示には至らなかった。1992年には

数値目標を含む「公立図書館の設置及び運営

に関する基準」が局長通知された。公示をめ

ざしたが、最終的には局長通知にとどまった
15）。その後、政府の地方分権・規制緩和政策

の結果、1999年に第 19条が削除され、2000

年に「公立図書館の最低基準」が廃止され、

2001年に数値目標を含まない「公立図書館の

設置及び運営上の望ましい基準」、2012 年に

同様の「図書館の設置及び運営上の望ましい

基準」が公示された。数値目標を含む「望ま

しい基準」は公示されずに終わった。

なお、上記の文部省の取り組みに関して

は、日本図書館協会（日図協）が、1950 年代

から 1960年代初めにかけて図書館法改正運動

に、1970年代末から 1980 年代初めにかけて

「図書館事業基本法」制定運動に取り組んで

おり、「望ましい基準」に対する取り組みを

行っていなかったことを理解する必要があ

る。 

筆者は、2019年に「望ましい基準」の水準

に関する文部省関係者の解釈を紹介した 18）。

図書館法制定直後の 1950年 3）4）とその後の

1954年に出版された解説書 6）では、「望まし

い基準」の数値目標の趣旨は解説されていな

い。川崎繁（社会教育局社会教育施設課）

は、法制定の約 2年半後の 1952 年に次のよう

に解説している 5)。望ましい基準は「図書館

の設置及び運営上の現状からみての理想的基

準で、最低基準に達している図書館に対する

現状改善の目標となるもの」である。これは

文部省関係者による唯一の解釈で、他の文献

では紹介されていない。最低基準について

は、「現状に立脚して、図書館機能を果たす

ための最低の必要要件」を定めた「現実妥協

的基準」ということができると解説してい

る。 

これまで、一部の公共図書館関係者は、

「望ましい基準」が図書館法で規定されてい

ることから、数値目標を含む「望ましい基

準」の公示を求めてきた。しかし、上記の解

釈をもとに、一連の経過を考えると、最低基

準から見て改善の目標となる理想的基準を国

が公示することがあり得るかという疑問が生

じる。現実には、最低基準が廃止されて単独

の基準となり、数値目標を除外したことによ
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って、初めて「望ましい基準」の公示が可能

となっている。 

ここから、図書館法の基準に関する規定に

対する疑問が生じる。数値目標を含む高い基

準と低い基準からなる複数基準は実現可能な

のだろうか。数値目標を含む複数基準が他分

野で実現されていれば、この方法が実現可能

であることの証明になるが、そのような事例

は紹介されていない。複数基準が他に例のな

い規定であることも考えられる。本研究で

は、複数基準が他の法律で用いられているか

どうかを調査することによって、この問題を

解明したい。 

「望ましい基準」については、日本図書館

協会出版の『図書館法と現代の図書館』等に

おいて、前田章夫が解説を担当している 11）

12）13）14）ほか、様々な内容の議論が行われて

いるが、上記の点に関する検討は行われてい

ない。 

理論上は、「望ましい基準」以外の用語を

用いて複数基準を規定することが考えられる

が、本研究では、まず「望ましい基準」の用

語を用いる場合について検討する。 

1.2 研究の目的 

本研究の目的は、「望ましい基準」ともう一

つの基準から成る複数基準が図書館法以外の

法律で用いられているかどうかを明らかにす

ることである。 

1.3 研究の方法 

「e-Gov法令検索」１）の「法令用語検索」

を用いて日本の現行法の条文を調査する

（2020 年 4月 24 日現在）。「望ましい基

準」の用語を検索し、それを含む法律を探索

し、関係条文について、基準の名称、「望ま

しい」の意味、もう一つの基準に関する規定

（複数基準に関する規定）の有無を調査し

た。 
制定時に「望ましい基準」に関する規定が

設けられていたとは限らないため、「衆議

院」2）ウェブサイトの「立法情報－制定法

律」で、これらの法律の改正の経緯を調査

し、「望ましい基準」に関する規定を定めた

改正年（または旧法の題名と制定年）を調査

した。 

このほか、かつて法律で規定されていた

が、その後改正されて規定されていない基準

の存在が考えられるため、グーグル等で「望

ましい基準」の用語を検索し、名称に「望ま

しい基準」を含む、各省庁が制定した基準

（上記の基準以外）を探索し、そのうち、過

去に法律で規定されていたものを選択し、同

様の調査を行った。 
 

２．用語「望ましい基準」を含む法律の探索 

2.1 「望ましい基準」を含む法律 

(1)「望ましい基準」「最低基準」を含む現行法 

わが国の法律の数は 1924（2014 年現在）で

あるが、現行法で条文に「基準」の用語を含

む法律は 1016あり、約半数の法律で「基準」

について規定している。 

「望ましい基準」を含む法律は 10あるが、

そのうち、下水道法は「環境基本法」を引用

しているため除外し、残りの 9つの法律の題

名、制定年を年代順に示す。略称のあるもの

はそれを記載する。 

・図書館法（1950） 

・博物館法（1951） 

・学校給食法（1954） 

・学校保健安全法（1958） 

・母子保健法（1965） 

・生涯学習振興法（1989） 

・育児・介護休業法（1991） 

・環境基本法（1993）  

・ダイオキシン類対策特別措置法（1999） 

「最低基準」を含む法律は 5つある。「望

ましい基準」と「最低基準」を含む法律はな

い。 

(2) 「望ましい基準」を含む旧法 

 グーグル、サィニーを検索した結果、名称に

「望ましい基準」を含む、上記以外の基準が 2

つあり、調査した結果、旧法で規定されたもの

であった。旧法では「望ましい基準」の用語が

用いられていたが、その後の改正で削除された。

題名、制定年、法改正の経過を年代順に示す。 

・勤労青少年福祉法（1970） 

青少年の雇用の促進に関する法律（2011）に

改正された。 

・勤労婦人福祉法（1972） 

雇用の分野における男女の均等な機会及び 
待遇の確保等に関する法律（男女雇用機会均 
等法）（1985）に改正された。 

(3)「望ましい基準」に関する文献 

これ以外の基準を探索するために、サィニー

の論文検索のタイトルで「望ましい基準」を検
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索した。上記の基準に関する文献以外に、1965

年から 1966 年にかけて、「地方議会図書室の"

望ましい基準"」7）、「小学校図書館の望ましい

基準」8）、「中学校図書館の望ましい基準」9）、

「高等学校図書館の望ましい基準」10）について

論じた記事が見られた。「地方議会図書室の望

ましい基準」は専門図書館協議会関東地区協議

会地方自治分科会が決定した基準で、学校図書

館に関する記事は、学校図書館基準に対する意

見も含めて、基準案に関する個人の意見を述べ

たものである。いずれも法律で規定した「望ま

しい基準」に関するものではない。 

2.2 「望ましい基準」を含む法律と基準 

「望ましい基準」の用語を含む法律は 11

（現行法 9、旧法 2）である。時代の変化がわ

かるように、「望ましい基準」に関する規定

を定めた法律の題名とその制定年（または改

正年）を見出しとし、年代順に示す。見出し

が改正年の場合は制定年を付記する。見出し

の下に基準の名称を記載し、「望ましい」に

下線を付す。 

①図書館法（1950）

「公立図書館の設置及び運営上の望ましい

  基準」 

②博物館法（1951）

「公立博物館の設置及び運営に関する基準」 

「公立博物館の設置及び運営上の望ましい

基準」 

③公害対策基本法（1967）、環境基本法（1993）

「環境基準」

④勤労青少年福祉法（1970）

「勤労青少年ホームの設置及び運営につい

ての望ましい基準」

⑤勤労婦人福祉法（1972）

「働く婦人の家の設置及び運営についての

望ましい基準」 

⑥生涯学習の振興のための施策の推進体制等

の整備に関する法律（生涯学習振興法）（1989） 

「生涯学習の振興に資するための都道府県

の事業の推進体制の整備に関する基準」 

⑦育児休業等育児又は家族介護を行う労働者

の福祉に関する法律（育児・介護休業法）

（1995 改正、1991 制定）「勤労者家庭支援施

設の設置及び運営についての望ましい基準」 

⑧ダイオキシン類対策特別措置法（1999）

「大気排出基準」「水質排出基準」

⑨学校給食法（2008 改正、1954 制定）

「学校給食実施基準」「学校給食衛生管理基

準」 

⑩学校保健安全法（2008改正、1958 制定）

「学校環境衛生基準」

⑪母子保健法（2012 改正、1965 制定）

「妊婦に対する健康診査についての望まし

い基準」 

３．用語「望ましい基準」を含む法律の調査 

3.1 基準に関する規定 

(1) 基準の対象

「望ましい基準」の対象は多様であるが、内

容によって次の 4 つに分けることができる。

Ａ．施設の設置・運営（①図書館、②博物館、

④勤労青少年ホーム、⑤働く婦人の家、⑦勤労

者家庭支援施設等の 5つ）、Ｂ．環境の保全（③

公害対策、⑧ダイオキシン類対策の 2つ）、Ｃ．

学校給食・衛生（⑨学校給食、⑩学校環境衛生

の 2つ）、Ｄ．その他の個別の事業（⑥生涯学

習振興、⑪妊婦の健康診査の 2つ）。Ａは所管

の施設のあり方を示すものであるが、Ｂは社会

に対して、Ｃは学校に対して、主に規制のため

の数値を示すもので、性格が異なる。

(2) 関係規定の制定年

関係規定の制定年は、1950 年代から 2000

年代に広く分散し、社会のニーズや国の政策

等の変化を反映していると考えられる。Ａは

1950年代、1970 年代、1990年代に見られ、

図書館法が最初である。Ｂは 1960年代、Ｃは

2000年代に見られる。 

(3) 基準の名称

基準の名称に「望ましい」の用語を含む法律

は、①図書館法、②博物館法、④勤労青少年福

祉法、⑤勤労婦人福祉法、⑦育児休業法、⑪母

子保健法の６つ（現行法 4、旧法 2）である。

このうち 5 つ（現行法 3、旧法 2）が施設の設

置及び運営に関する基準である。それ以外の名

称は「環境基準」「実施基準」等である。 

(4) 「望ましい」の意味

「望ましい基準」について規定した条文は

「維持されることが望ましい基準」という条文

と「についての望ましい基準を定める」等の条

文に分かれる。 

前者は、③公害対策基本法、環境基本法、⑧

ダイオキシン類対策特別措置法、⑨学校給食法、

⑩学校保健安全法の 4つである。名称には「望

ましい」を用いていない。
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後者は、①図書館法、②博物館法、④勤労青

少年福祉法、⑤勤労婦人福祉法、⑥生涯学習振

興法、⑦育児休業法、⑪母子保健法の 7 つであ

る。⑥を除く 6つで、名称に「望ましい」を用

いている。 

前者は、要請度の低い「ゆるやかな基準」と

いう意味で用いられていると考えられる。後者

の「望ましい」の意味は法律と基準には示され

ていないため、基準に関する通達や解説等の資

料を調査する必要がある。 

3.2 複数基準に関する規定 

Ｂ、Ｃの環境と学校に関する基準は、性格が

異なるため除外し、ＡとＤの 7 つの法律のう

ち、図書館法を除く 6つについて、現行法と基

準の制定時の条文を調査したが、「望ましい基

準」以外のもう一つの基準に関する規定は見ら

れなかった。これらの基準は、単独の基準であ

り、「望ましい基準」ともう一つの基準から成

る複数基準を定めたものではないと考えられ

る。 

 

４．考察 

 検討の結果、次の 8点が明らかになった。 

①現行法で、「望ましい基準」の用語を含む

法律は 9つ、「最低基準」の用語を含む法

律は 5つで、両方を含むものはない。 

②「望ましい基準」の用語を含む法律は 11

（現 

行法 9、旧法 2）である。 

③基準の対象は４つに分けることができる。

施設の設置・運営、環境の保全、学校給

食・衛生等があり、施設の設置・運営等と

それ以外では性格が異なる。 

④11の法律の制定年代は広く分散し、社会の

ニーズや国の政策等の変化を反映している

と考えられる。図書館法が最初である。 

⑤基準の名称に「望ましい」を含む法律は 6

つ（現行法 4、旧法 2）あり、このうち 5つ

（現行法 3、旧法 2）が施設の設置・運営に

関する基準である。 

⑥「維持されることが望ましい」という条文は

要請度の低い意味で用いられていると考え

られる。「望ましい基準」の「望ましい」の

意味について通達等を調査する必要がある。 

⑦環境と学校に関する基準を規定した法律と

図書館法を除く 6つの法律にはもう一つの

基準に関する規定は見られず、複数基準は

用いられていない。 

⑧「望ましい基準」ともう一つの基準から成る

複数基準について規定した法律は、図書館法

以外には存在しない可能性がある。 

本研究では、「望ましい基準」の用語を含む

法律について研究を行ったが、「望ましい基準」

以外の用語を用いて複数基準を定めることも

可能であるため、それらについても同様の調査

を行うことが必要である。 

 

おわりに 

図書館法における基準に関する規定の成立 

の経緯、解釈と議論等については、これまでの

研究である程度明らかにしてきたが 15）17）18)、

今後さらに研究を深めてまとめる予定である。 
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・p.46 左の欄 下から 8行目
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①と同様の（誤） → 同様の（正）


